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大井町ホームページ広告掲載取扱要領 
 

（目的） 
第１条 この要領は、大井町（以下「町」という。）がインターネット上に公開しているホ

ームページの広告の掲載について必要な事項を定めることを目的とする。 
（広告の種類及び掲載基準） 

第２条 ホームページに掲載する広告は、バナー広告（以下「広告」という。）とし、広告

から遷移するホームページの内容（以下「広告の内容」という。）は、大井町広告掲載基

準第４条に規定するものとする。 
（広告の掲載順位） 

第３条 広告の掲載の順位は、次に掲げるとおりとする。この場合において、同順位に複

数のものがある場合は、掲載期間が長い広告を優先するものとし、掲載期間が同一の場

合は、抽選により順位を決定する。 
（１）国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するものが掲載しようとする広告 
（２）私企業で公益性の高いものが掲載しようとする広告 
（３）私企業で町内に事業所等を有するものが掲載しようとする広告 
（４）その他掲載する広告として妥当であると町長が認める広告 

（広告の掲載位置及び枠数） 
第４条 広告の掲載位置は、町のホームページのうち町が指定する位置とし、掲載決定順

に上段の左から右へ順に掲載し、９枠掲載した後に下段の左から右へ順に掲載する。ま

た、町が用意する広告の枠数は、最大１８枠とする。 
２ 掲載期間の終了した広告が発生した場合は、掲載期間が終了していない広告を左詰め

で掲載する。 
（広告の掲載期間） 

第５条 広告の掲載期間は、１月単位とし、１２月を上限とする。ただし、再掲載を妨げ

ない。 
２ 広告の掲載期間の初日は１日とし、その満了日は月の末日とする。 
３ 広告の掲載期間内に町の都合でホームページを閉鎖した場合は、その閉鎖時間に応じ、

別表第１に定めるところにより掲載期間を延長する。 
（広告の規格） 

第６条 広告の規格は、次に掲げるとおりとする。 
（１）画面表示は、縦６０ピクセル、横１２０ピクセルであること。 
（２）データ量は、１０キロバイト以内であること。 
（３）データの保存形式は、ＧＩＦ形式であること。（アニメーションＧＩＦは除く。） 
（広告掲載料） 

第７条 広告掲載料は、１枠あたり月額５，０００円とする。ただし、掲載期間が１２月

の場合は、１枠あたり５５，０００円とする。 
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（広告の募集） 
第８条 広告の募集は、広報紙やホームページ等により行う。 
２ 前項にかかわらず、町は、広告主となり得るものに対し、広告掲載の案内をすること

ができる。 
（広告の申込み及び決定） 

第９条 広告の掲載を希望するもの（以下「申込者」という。）は、広告の掲載を希望する

月の初日の３０日前までに、大井町ホームページ広告掲載申込書（第１号様式）（以下「申

込書」という。）に別表第２に定める書類を添付して、町長に申し込むものとする。再掲

載の場合も同様とする。また、代理の者が申込者となる場合は、申込書内の『法人その

他の団体の概要』の欄に広告主を記載するものとする。 
２ 町長は、前項の申込書を受理したときは、第２条及び第３条の規定に基づき掲載の可

否を決定し、大井町ホームページ広告掲載決定通知書（第２号様式）により当該申込者

に通知するものとする。 
（広告掲載料の納付） 

第１０条 広告を掲載する決定を受けた申込者（以下掲載者という。）は、原則として広告

の掲載をしようとする月の初日の１０日前までに、町長が発行する納入通知書により広

告掲載料を納入しなければならない。 
（広告原稿の作成及び提出） 

第１１条 広告原稿は、町が指定する方法により掲載者の負担で作成し、広告を掲載しよ

うとする月の初日の１０日前までに、電子データにより提出するものとする。 
（広告内容等の変更要求） 

第１２条 町長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のＷｅｂページの内容等が各種法

令等に違反する恐れのあるとき、若しくはこの要領等に抵触していると判断したときは、

掲載者に対して広告の内容等の変更を求めることができる。 
（掲載者の責任） 

第１３条 広告の内容に関する一切の責任は、掲載者が負うものとする。 
（広告掲載の取消し） 

第１４条 町長は、次に掲げる場合は、広告の掲載を取り消すことができるものとする。 
（１）町のホームページ運営上支障があるとき。 
（２）指定する期日までに原稿を提出しなかったとき。 
（３）指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。 
（４）掲載者若しくは広告主又は広告内容が不適当であると認めたとき。 
（広告掲載の中止） 

第１５条 掲載者は、広告の掲載を中止するときは、大井町ホームページ広告掲載中止届

出書（第３号様式）により町長に届け出なければならない。 
２ 前項の届出があったとき、町長は、大井町ホームページ広告掲載中止決定通知書（第４

号様式）により当該掲載者に通知するものとする。 
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（広告掲載料の還付） 
第１６条 納付済みの広告掲載料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる事由に該当

する場合は、当該各号に定める額の掲載料に相当する額を還付する。 
（１）掲載期間開始前に、前条の規定による広告の掲載の中止の届出があった場合は、納

付済みの広告掲載料を還付する。 
（２）第５条第３項の規定により広告が掲載できなかった場合で、かつ、掲載期間の延長

が困難な場合は、納付済みの広告掲載料を還付する。 
（３）前号の規定により還付する広告掲載料は、広告を町ホームページから削除した日か

ら掲載を再開した日までの期間に係る広告掲載料に相当する額とし、その期間が１月

未満であるとき又はその期間に１月未満の端数があるときは、次により算定するもの

とし、１円未満の金額が生じる場合は、これを切り捨てる。 
その月の広告掲載料×その月の広告の掲載できない期間÷その月の暦日数 

２ 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。 
３ 広告掲載料の還付を受けようとする者は、大井町ホームページ広告掲載料還付請求書

（第５号様式）により、町長に請求するものとする。 
（その他） 

第１７条 この要領に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は、大井町広告掲載要

綱の規定を適用する。 
第１８条 前条に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は、町長が定める。 

附 則 
この要領は、平成２０年１１月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成２２年５月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成２２年８月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成３０年１２月２２日から施行する。 

附 則 
この要領は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、令和３年６月１日から施行する。 
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別表第１（第５条関係） 
閉鎖した時間 延長する日数 
３時間以上２４時間以内 １日 
２４時間を超えたとき 閉鎖した日数＋１日 
 
別表第２（第９条関係） 
大井町ホームページ広告掲載申込書添付書類 
１ 申込者及び広告主の案内パンフレット等（事業内容、社歴等が分かるもの。） 
２ 資格、免許等を必要とする業種については、資格を証する書面、免許証の写し等 
３ 申込者の登記事項証明書の原本又は写し 

 


